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諮問庁：内閣総理大臣 

諮問日：令和２年９月２３日（令和２年（行情）諮問第４８８号） 

答申日：令和３年１月１３日（令和２年度（行情）答申第４３３号） 

事件名：国家安全保障会議議事運営規則７条に定める「会議の運営に関し必要

な事項」に該当する文書の開示決定に関する件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「国家安全保障会議議事運営規則第７条が定める「会議の運営に関し必

要な事項」に該当するもの全て。」（以下「本件請求文書」という。）の

開示請求につき，「国家安全保障会議幹事会規則」（以下「本件対象文書」

という。）を特定し，開示した決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和２年６月２９日付け閣安保第２４

０号により内閣官房国家安全保障局長（以下「処分庁」という。）が行っ

た開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）電磁的記録についても特定を求める。 

   電磁的記録が存在すれば，それについても特定を求めるものである。 

（２）文書の特定に漏れがないか確認を求める 

   開示請求者は確認できないので，文書の特定に漏れがないか，確認を

求める。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の趣旨について 

本件は，審査請求人が行った本件請求文書の行政文書開示請求に対して，

処分庁において，法９条１項に基づき原処分を行ったところ，審査請求人

から，「電磁的記録についても特定を求める」，「文書の特定に漏れがな

いか確認を求める」といった旨の審査請求が提起されたものである。 

２ 原処分の妥当性について 

  処分庁においては，原処分において電磁的記録を適正に特定している。

さらに，本件審査請求を受け，処分庁において改めて対象文書を探索の上，

行政文書の特定を再度実施したが，原処分で特定した以外に本件開示請求

に該当する行政文書を保有しているとは認められないため，原処分は妥当

である。 
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３ 審査請求人の主張について 

  審査請求人は，原処分における審査請求の理由として， 

（１）「電磁的記録についても特定を求める」との点については，「電磁的

記録が存在すれば，それについても特定を求めるものである」旨，主張

している。 

    しかしながら，上記２のとおり，処分庁においては，本件開示請求に

対して，原処分のとおり電磁的記録を適正に特定している。また，本件

審査請求を受け，処分庁において改めて対象文書を探索したが，原処分

で特定した電磁的記録以外の対象文書の存在は確認できなかったとのこ

とであり，処分庁において，原処分において電磁的記録を適正に特定し

ていると認められるところである。 

（２）「文書の特定に漏れがないか確認を求める」との点については，「開

示請求者は確認できないので，文書の特定に漏れがないか，確認を求め

る」旨主張している。 

しかしながら，上記２のとおり，処分庁において改めて対象文書を探

索の上，行政文書の特定を再度実施したが，原処分で特定した以外に本

件請求文書に該当する行政文書を保有しているとは認められない。 

４ 結語 

   以上のとおり，本件開示請求につき，法９条１項に基づき行った開示等

決定は妥当であり，原処分は維持されるべきである。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

①  令和２年９月２３日  諮問の受理 

②  同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年１２月９日    審議 

④ 令和３年１月８日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，「国家安全保障会議幹事会規則」である。 

審査請求人は，文書の再特定を求めており，諮問庁は，本件対象文書を

特定し，開示した原処分を妥当としていることから，以下，本件対象文書

の特定の妥当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定したことについ

て，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁から

次のとおり説明があった。 

「国家安全保障会議議事運営規則」（以下「規則」という。）７条に

は，規則の定めるもののほか，国家安全保障会議（以下「会議」とい
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う。）の運営に関し必要な事項は，議長が会議の議を経て定める旨規定

されており，処分庁では，本件開示請求は，規則の定めるもののほかに

会議の運営に関して必要とする事柄の一つ一つに該当するものを求める

ものと解し，原処分を行った。 

これまで，会議の運営に関して必要とする事柄の一つ一つに該当する

ものとしては，国家安全保障会議設置法１０条に規定する幹事につき，

同幹事によって構成される会合に関することを規則７条の規定により定

めた本件対象文書しかなく，本件審査請求を受け，改めて執務室内の書

庫及び書架等の探索を行ったものの，本件対象文書の外に本件請求文書

に該当する文書の存在は確認できなかった。 

（２）本件対象文書の外に本件請求文書に該当する文書の存在は確認できな

かったなどとする上記（１）の諮問庁の説明は，不自然，不合理とまで

はいえず，他に本件請求文書に該当する文書の存在をうかがわせる事情

も認められないことから，内閣官房国家安全保障局において，本件対象

文書の外に本件請求文書に該当する文書を保有しているとは認められな

い。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，開示した決定については，内閣官房国家安全保障局において，本件対

象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認

められないので，本件対象文書を特定したことは，妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 佐藤郁美，委員 中川丈久 


